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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

・連結子会社の数 17社

・連結子会社の名称 ㈱アシスト

 ㈱カナテック

 ㈱カンキ

 ㈱ＫＧフローテクノ

 ㈱ソーキホールディングス

 ㈱ソーキ

 東洋工業㈱

 ㈱ニシケン

 ユナイト㈱

 ㈱セントラル

 KANAMOTO AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD

 MADICA PTY LTD

 PORTER EXCAVATIONS PTY. LTD.

 PORTER GROUP NOMINEES PTY LTD

 PORTER UTILITIES HOLDINGS PTY LTD

 PORTER UTILITIES PTY LTD

 卡纳磨拓(中国)投资有限公司

② 主要な非連結子会社の名称等

・主要な非連結子会社 ㈱小松土木通商

の名称 KANAMOTO FECON RENTAL JSC

 KANAMOTO & JP NELSON EQUIPMENT (M) SDN. BHD.

 PT KANAMOTO INDONESIA

 SIAM KANAMOTO CO.,LTD.

 SK ADMINISTRATION SERVICE（THAILAND）CO.,LTD.

・連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

・主要な会社等の名称

（非連結子会社） ㈱小松土木通商

 KANAMOTO FECON RENTAL JSC

 KANAMOTO & JP NELSON EQUIPMENT (M) SDN. BHD.

 PT KANAMOTO INDONESIA

 SIAM KANAMOTO CO.,LTD.

 SK ADMINISTRATION SERVICE（THAILAND）CO.,LTD.

（関連会社） 東友エンジニアリング㈱

 名岐エンジニアリング㈱

 KNK MACHINERY & EQUIPMENT CORPORATION

・持分法を適用していない理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼ

す影響は軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。



(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

KANAMOTO AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD ９月30日 ※１

MADICA PTY LTD ９月30日 ※１

PORTER GROUP NOMINEES PTY LTD ９月30日 ※１

PORTER UTILITIES HOLDINGS PTY LTD ９月30日 ※１

PORTER EXCAVATIONS PTY. LTD. ９月30日 ※１

PORTER UTILITIES PTY LTD ９月30日 ※１

卡纳磨拓(中国)投资有限公司 12月31日 ※２

※１：連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

※２：９月30日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。

ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ．建設機材の評価基準及び評価方法

購入年度別原価から、定額法による減価償却費を控除した額

ハ．棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品及び製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

・原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

② 固定資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

レンタル用資産は主に定額法

その他の資産は主に定率法

ただし、定期借地権契約による借地上の建物については、耐用年数を定期借地権の残存期

間、残存価額を零とした定額法によっております。なお、一部の連結子会社については、1998

年４月１日以降取得した建物附属設備を除く建物並びに2016年４月１日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

レンタル用資産 ２年～17年

建物及び構築物 ３年～60年

ロ．無形固定資産（のれん、リース資産を除く）

・ソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

・顧客関連資産 その効果の発現する期間（16年）に基づく定額法

ハ．リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

ニ．のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、効果の及ぶ期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却し

ております。ただし、僅少なものについては発生年度に全額償却をしております。



③ 引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計

上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、一部の連結子会社において、従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における見込額に基づき計上しております。

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる

方法については、期間定額基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（7.7年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。

ハ．未認識数理計算上の差異の会計処理方法

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括

利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

ニ．小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤ 収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで

あります。

イ．レンタル契約

建設関連事業及びその他事業においては、主に建設機械、什器備品及び保安用品等のレンタ

ル事業を行っております。このようなレンタル契約については、時の経過につれて履行義務が

充足されるため、顧客にレンタル用資産の支配が移転する引渡時を使用権の移転開始時点とし

て、レンタル期間に基づき収益を認識しております。

ロ．商品及び製品の販売

建設関連事業及びその他事業においては、主にレンタル契約に基づき使用した建設機械、什

器備品及び保安用品等の販売を含む商品及び製品の販売を行っております。このような販売に

ついては、商品及び製品を顧客に引き渡した時点で顧客は当該商品及び製品に対する支配を獲

得し、履行義務が充足されると判断されることから顧客にそれぞれの商品及び製品を引き渡し

た時点で収益を認識しております。なお、商品及び製品の販売のうち、当社及び連結子会社が

代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品及び製品と交換に受

け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

上記のいずれの取引も、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重

要な金融要素は含まれておりません。

⑥ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。



⑦ ヘッジ会計の処理

イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要

件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップ取引について特例処理の条件を充たして

いる場合には特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。

ａ ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…原材料輸入による外貨建買入債務及び外貨建予定取引

ｂ ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

ハ．ヘッジ方針

相場変動リスクを受ける資産・負債の範囲内でリスクヘッジ目的に限定してデリバティブ取

引を利用しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。また、金利スワップ取引は

特例処理の要件を充たしており、その判定をもって有効性の判定に代えております。

２．会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27 号 2022 年 10 月 28 日。

以下「2022 年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022 年改正会

計基準第 20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2022 年 10 月 28 日。以下「2022 年改正適用指針」という。）

第 65－２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結計算書類

に与える影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の

連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会

計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度につ

いては遡及適用後の連結計算書類となっております。これによる前連結会計年度の連結計算書類に

与える影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」（前連結会計年度33,728百万円

）に含めていた「電子記録債務」（前連結会計年度7,973百万円）は金額的重要性が増したため、当

連結会計年度より区分掲記することとしました。

４．会計上の見積りに関する注記

（繰延税金資産の回収可能性）

当連結会計年度末の連結計算書類に計上した繰延税金資産は、1,301百万円であります。繰延税

金資産は、会計上と税務上の違いから生じる一時差異等に係る税金の額について、税効果会計を適

用し将来において回収が見込まれない税金の額を除き計上しております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に使用する将来の課税所得の見積りについては、当連結グルー

プの事業計画を基礎として決定しております。

課税所得が生じる時期及び金額には不確実性が高く、将来における実績値に基づく結果は当連結

会計年度末における将来の課税所得の見積りとは異なる可能性があります。

（企業結合取引により計上したのれん、有形固定資産及び無形固定資産の評価）

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額及び残存償却年数

当連結会計年度の連結計算書類に計上したのれんの金額は1,897百万円、顧客関連資産の金

額は1,073百万円であります。主な内訳は以下のとおりです。



㈱ソーキホールディングス

勘定科目 金額（百万円） 残存償却年数

のれん 936 ３年

レンタル用資産 1,160 １年～４年

KANAMOTO AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD

勘定科目 金額（百万円） 残存償却年数

のれん 934 ３年

顧客関連資産 1,073 11年

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

のれん、有形固定資産及び無形固定資産の評価については、将来の経済状況や経営環境等の

変動により将来の営業利益等が株式取得時に使用した事業計画と乖離した場合などにおいて

は、減損の兆候に該当しますが、現地国の政情の変化、経済状況の変化、予期せぬ法令・規制

の変更等による影響を受ける可能性があります。

また、当連結会計年度においてKANAMOTO AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTDの一部の事業につい

て、廃止に向けた事業休止を決議したことにより当該事業に係るのれんの残高５百万円を減損

損失として計上しております。

（固定資産の減損）

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

区分 当連結会計年度

建設関連事業に係る減損の兆候がある固定資産 5,534

減損損失計上額 188

(注)上記のうち、株式会社カナモトの減損の兆候がある固定資産は4,683百万円です。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、固定資産の減損の兆候の把握に際して、管理会計上の単位を資産グループの基礎と

し、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位を１つの資金生成単位としております。

固定資産の減損の兆候は、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、判定しております。

減損の認識の要否は、経営者により承認された事業計画または正味売却価額に基づき各資金

生成単位の割引前将来キャッシュ・フローを見積り、その総額が帳簿価額を下回る場合に減損

損失を認識すべきと判定しております。

減損損失の認識の判定にあたって、割引前将来キャッシュ・フローは継続的使用と使用後の

処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの見積りによって算定しておりま

す。継続的使用によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローは経営者が作成した予算

及び中期計画を基礎とし、使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フロー

はレンタル用資産の正味売却価額及び金額的重要性がある場合には外部の不動産鑑定士から入

手した土地建物等の鑑定評価額を用いて算定しております。

割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は、継続的使用によって生ずる

と見込まれる将来キャッシュ・フローでは将来の売上高成長率、使用後の処分によって生ずる

と見込まれる将来キャッシュ・フローではレンタル用資産の中古販売価格の見積額でありま

す。

割引前将来キャッシュ・フローの算定の基礎として予算及び中期計画の見直しが必要になっ

た場合、また正味売却価額の算定に使用した中古販売価格に下落が生じた場合等におきまして

は、翌連結会計年度において減損損失を計上する可能性があります。

５．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

    レンタル用資産 10,309百万円

    機械装置及び運搬具 537百万円

    工具、器具及び備品         17百万円

          計 10,864百万円

② 担保に係る債務

短期借入金 2,183百万円

    長期借入金     5,063百万円

          計 7,247百万円



(2) 顧客との契約から生じた債権の残高および契約資産の残高 受取手形 3,043百万円

売掛金 34,425百万円

契約資産 3,201百万円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 266,465百万円

(4) 保証債務

非連結子会社の借入債務に対する債務保証を行っております。

PT KANAMOTO INDONESIA 176百万円

(5) 流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 1,097百万円

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 38,742,241株

(2) 配当に関する事項

①  配当金支払額

決議
株式の

種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2024年12月26日

取締役会
普通株式 1,594 45.00 2024年10月31日 2025年１月24日

2025年６月６日

取締役会
普通株式 1,567 45.00 2025年４月30日 2025年７月２日

計 3,162

②  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

   2025年12月25日開催の取締役会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案

しております。

    ・配当金の総額       1,741百万円

    ・１株当たり配当金額    50.00円

・基準日          2025年10月31日

・効力発生日        2026年１月23日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。

一時的な余剰資金は安全性の高い金融商品で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により

調達しております。なお、デリバティブ取引はリスクを回避するために利用しており、投機的な取

引は行わない方針であります。

受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、当社グループの与信管理に係る

規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、信用リス

ク及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については四半期ごとに時価の把握

を行っております。外貨建の債権及び債務に係る為替変動リスクは、為替予約をヘッジ手段として

利用しております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒

されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払

利息の固定化を図るために個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段と

して利用しております。また、設備投資の一部について割賦契約に基づく長期未払金を調達手段と

しております。



(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額4,649百万円）は「その他有価

証券」に含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記

録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金（１年内期限到来の長期未払金は除く）並び

に短期借入金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお

ります。

（単位:百万円）

連結貸借対照表

計 上 額
時 価 差 額

投資有価証券

その他有価証券 9,069 9,069 －

長期借入金（１年内期限到来分を含む） 54,799 54,294 △505

長期未払金（１年内期限到来分を含む） 57,310 56,626 △683

デリバティブ取引 － － －

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定

した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い

て算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して

おります。

①  時価で連結貸借対照表に計上額とする金融資産

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 9,069 － － 9,069

②  時価で連結貸借対照表に計上額としない金融負債

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内期限到来分を含む） － 54,294 － 54,294

長期未払金（１年内期限到来分を含む） － 56,626 － 56,626

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
（注）投資有価証券
（注）上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい
（注）るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
（注）デリバティブ取引
（注）時価については、取引金融機関から提示された価格等により算定しております。また、

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体とし
（注）て処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しておりま
（注）す。
（注）長期借入金（１年内期限到来分を含む）及び長期未払金（１年内期限到来分を含む）
（注）これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又は割賦契約を行った場合に想定
（注）される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しており
（注）ます。なお、変動金利による長期借入金は金利スワップ取引の特例処理の対象とされて
（注）おり当該金利スワップ取引と一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を
（注）行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によってお
（注）ります。



８．賃貸等不動産に関する注記

重要性がないため、記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 4,227円68銭

(2) １株当たり当期純利益 314円15銭

10．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。なお、「その他」

の区分は、鉄鋼関連、情報関連、福祉関連及びその他の事業が含まれております。

（単位：百万円）

 建設関連 その他 合計

売上高

レンタル契約 136,602 8,623 145,226

商品及び製品の販売 38,148 13,676 51,824

その他 15,383 741 16,125

顧客との契約から生じる収益 190,135 23,040 213,176

その他の収益 90 － 90

外部顧客への売上高 190,225 23,040 213,266

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、注記事項「１．連結計算書

類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (4)会計方針に関する事項 ⑤ 収益

及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①  契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 50,963 47,481

契約資産 3,076 3,201

契約負債 695 1,097

契約資産は、主に顧客とのレンタル契約について期末日時点で履行義務を充足しているが未請

求となっている対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、

対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に

振替えられます。

契約負債は、主にレンタル契約に関するものであり、主として顧客との契約に基づく支払条件

により、顧客から受け取った前受金であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されま

す。

連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、「受取手形、売掛金

及び契約資産」及び「電子記録債権」に、契約負債は「流動負債その他」に含まれております。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を

適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約及び履行義務の充足から生じる収益を、「

収益認識に関する会計基準の適用指針」第19項に従って認識している契約については、注記の対

象に含めておりません。

また、当連結会計年度において、当社グループが提供する他のサービスにおいて残存履行義務

に配分した取引価格の金額に重要性はありません。



11．重要な後発事象に関する注記

（自己株式の取得）

当社は、2025年12月５日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を次のとおり決議しました。

(1) 自己株式の取得を行う理由

(1) 株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、将来の機動的な資本政策を可能とす

(1)るため。

(2) 取得に係る事項の内容

(2) ① 取得対象株式の種類 当社普通株式

(2) ② 取得し得る株式の総数 900,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.58％）

(2) ③ 株式の取得価額の総額 30億円（上限）

(2) ④ 取得期間 2025年12月８日～2026年６月30日

(2) ⑤ 取得方法 市場買付

12．その他の注記

該当事項はありません。



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

 関係会社株式 移動平均法による原価法

 その他有価証券

 ・市場価格のない株式

等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

 ・市場価格のない株式

等

移動平均法による原価法

② 建設機材の評価基準及び評価方法

 建設機材 購入年度別原価から、定額法による減価償却費を控除した額

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

 商品及び製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

 原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

(2） 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 レンタル用資産は定額法、その他の資産は定率法

  ただし、定期借地権契約による借地上の建物については、耐用年

数を定期借地権の残存期間、残存価額を零とした定額法

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

レンタル用資産 ２年～17年

建物      ３年～50年

② 無形固定資産 定額法

  なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法

(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の

当期負担額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

① レンタル契約 建設関連事業及びその他事業においては、主に建設機械、什器備

品のレンタル事業を行っております。このようなレンタル契約に

ついては、時の経過につれて履行義務が充足されるため、顧客に

レンタル用資産の支配が移転する引渡時を使用権の移転開始時点

として、レンタル期間に基づき収益を認識しております。

② 商品及び製品の販売 建設関連事業及びその他事業においては、主にレンタル契約に基

づき使用した建設機械、什器備品の販売を含む商品及び製品の販

売を行っております。このような販売については、商品及び製品

を顧客に引き渡した時点で顧客は当該商品及び製品に対する支配

を獲得し、履行義務が充足されると判断されることから顧客にそ

れぞれの商品及び製品を引き渡した時点で収益を認識しておりま

す。なお、商品及び製品の販売のうち、当社が代理人に該当する

と判断したものについては、他の当事者が提供する商品及び製品

と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純

額を収益として認識しております。

上記のいずれの取引も、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な

金融要素は含まれておりません。



(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

ヘッジ会計の処理

① ヘッジ会計の方法 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 借入金利息に係る金利相場の変動リスクを回避する目的

で、金利スワップ取引を利用しております。

③ ヘッジ方針 相場変動リスクを受ける資産・負債の範囲内でリスクヘッ

ジ目的に限定してデリバティブ取引を利用しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップ取引は特例処理の要件を満たしており、その

判定をもって有効性の判定に代えております。

２．会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27号 2022年 10月 28日。

以下「2022 年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第 20－３項ただし書きに定め

る経過的な取扱いに従っております。これによる計算書類に与える影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記

（貸借対照表）

前事業年度において、「流動負債」の「支払手形」（前事業年度17,046百万円）に含めていた「

電子記録債務」（前事業年度5,704百万円）および「流動負債」の「設備関係支払手形」（前事業

年度437百万円）に含めていた「設備関係電子記録債務」（前事業年度159百万円）は金額的重要性

が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。

４．会計上の見積りに関する注記

（固定資産の減損）

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

区分 当事業年度

減損の兆候がある固定資産 4,683

減損損失計上額 －

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①の金額の算出方法は、連結計算書類「連結注記表 ４．会計上の見積りに関する注記 （

固定資産の減損）」の内容と同一であります。

５．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 165,693百万円

(2) 保証債務

子会社の借入債務に対し債務保証を行っております。

PT KANAMOTO INDONESIA 176百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

① 短期金銭債権 4,353百万円

② 長期金銭債権 2,975百万円

③ 短期金銭債務 864百万円

④ 長期金銭債務 126百万円

６．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引 12,630百万円

営業取引以外の取引高 854百万円



７．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株式の種類 前事業年度末の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普通株式 3,300千株 640千株 24千株 3,917千株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加640千株は、自己株式の取得637千株、従業員持株会向け譲

渡制限付株式の解約に伴う無償取得３千株、単元未満株式の買取り０千株であり、減少24千株

は譲渡制限付株式報酬によるものであります。

８．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

  貸倒引当金 217百万円

  賞与引当金 269百万円

  減価償却費 1,208百万円

  減損損失 290百万円

  関係会社株式評価損 458百万円

  投資有価証券評価損 44百万円

  その他   431百万円

 繰延税金資産小計 2,919百万円

 評価性引当額  △959百万円

 繰延税金資産合計 1,960百万円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 2,016百万円

 その他    51百万円

繰延税金負債合計  2,068百万円

繰延税金資産の純額   △107百万円

 （注）「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 13 号）が 2025 年３月 31 日に国会

で成立し、2026 年４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われるこ

とになりました。これに伴い、2026 年 11 月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれ

る一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を 30.4％から

31.3％に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。

９．リースにより使用する固定資産に関する注記

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 2,209百万円

１年超   6,743百万円

合 計   8,953百万円

10．関連当事者との取引に関する注記

役員及び主要株主等

（単位：百万円）

種類 会社等の名称
議決権等の所有

（被所有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員 金本 哲男
被所有

直接0.09％

当社

代表取締役

金銭報酬債

権の現物出

資に伴う自

己株式の処

分

15 － －

 （注）譲渡制限付株式報酬制度に伴う、自己株式の割当によるものであります。

11．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 3,263円29銭

(2) １株当たり当期純利益 231円26銭



12．収益認識に関する注記

（収益を理解するための基礎となる情報）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る

事項に関する注記」の「(5) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

13．重要な後発事象に関する注記

（自己株式の取得）

連結計算書類「連結注記表 11．重要な後発事象に関する注記（自己株式の取得）」の内容と同

一であります。

14．連結配当規制適用会社に関する注記

該当事項はありません。

15．その他の注記

該当事項はありません。




